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【開  会】

○長岡教育長 これより、平成30年第４回教育委員会会議を開会いたします。 

 本日の会議録の署名は、佐藤淳委員と石井知子委員にお願いいたします。 

 本日は、阿部夕子委員と長田正寛委員から、所用により会議を欠席される旨

の連絡がありました。 
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【議  事】 

◎議案第１号 札幌市有形文化財の指定について 

○長岡教育長 それでは議事に入ります。まず、議案第１号「札幌市有形文化財

の指定について」です。事務局から説明をお願いいたします。 

○文化部長 私からは、議案第１号、札幌市有形文化財の指定についてのご説

明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、以前にもご説明させていただきましたが、改めてこれまでの経緯等につ

いてご説明を申し上げます。 

 お手元の資料１をご覧ください。まず、１の経緯です。 

 現札幌市資料館である旧札幌控訴院につきまして、平成29年９月６日に札幌

市長より提出された指定申請書を受理し、同年11月16日の教育委員会会議にお

きまして、札幌市文化財保護審議会への諮問をご決定いただいたところです。 

 その後、11月22日と平成30年２月23日に開催した札幌市文化財保護審議会に

おきまして、現地視察及び審議を行い、本物件が札幌市有形文化財にふさわしい

建造物であることを認め、その旨を答申することが決定されたところです。 

 本日はこの答申を踏まえて、旧札幌控訴院の札幌市有形文化財の指定につい

てご審議いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、２の指定内容です。 

 名称は旧札幌控訴院。種別は有形文化財。員数は１棟。所在は札幌市中央区

大通西13丁目４番地194、４番地200です。 

 構造及び規模につきましては、構造がレンガと石を組み合わせた組積造と一

部が鉄筋コンクリート造で地上２階建て、屋根は亜鉛鉄板ぶき、建築面積が849.8

㎡、建築年代は大正15年、所有者は札幌市です。 

 続きまして、３の旧札幌控訴院の概要につきましては、次のページの資料２に

まとめておりますが、この資料は、昨年11月16日の教育委員会会議でお配りした

資料と同一の内容になっておりますので、説明を割愛させていただきます。 

 また、資料１の４の文化財的価値につきましては、この後でご覧いただきます

資料３の答申書に同一の内容が記載されておりますので、そちらのほうでご説明

を申し上げたいと思います。 

 続きまして、おめくりいただきまして、資料３をご覧ください。 

 こちらでは、札幌市文化財保護審議会に対して諮問いただいた旧札幌控訴院

の札幌市有形文化財の指定につきまして、審議会として指定するにふさわしい

貴重な有形文化財であると答申をされております。 

 その理由といたしまして、次のページの４点が挙げられております。 

 １点目といたしましては、旧札幌控訴院は司法省により全国に八つ設置され
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た控訴院のうち、現存している二つの控訴院の一つであること。司法省控訴院建

築の充実期を飾る数少ない建造物であること。 

 そして、２点目は、組積造と鉄筋コンクリート造を用いた混合構造形式であり

まして、組積造から鉄筋コンクリート造への移行期の貴重な建造物であること。 

 ３点目は、外壁の大部分に南区石山から産出された札幌軟石が使用されてお

りまして、札幌軟石を用いた市内最大の建築物として札幌市における軟石建築

の代表格と言えること。 

 そして、最後に４点目として、創建時から現在まで様々な用途で活用されてき

たことにより、都度、必要な整備等が実施されておりますが、創建時の外観や内

部意匠を傷つけないよう十分な配慮がされており、創建時の状態に容易に復す

ることができるよう良好に維持されていることが挙げられております。 

 最後に、参考資料といたしまして、北海道大学名誉教授であり、札幌市文化財

保護審議会の会長でもあります角幸博氏に作成いただいた所見を添付しており

ます。 

 ただいまご説明申し上げました指定理由につきまして、さらに詳細に記載され

ておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 以上、簡単ではありますが、札幌市有形文化財の指定に関する説明を終わらせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長岡教育長 ありがとうございました。ただいま、議案第１号についてのご説

明がありましたけれども、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

○池田委員 札幌市の有形文化財に指定されるに足る建築物だと思いますし、

そのことに関して賛成です。 

 今後、文化財に指定された後の使用の目的といいますか、どんなふうに使用し

ていくのでしょうか。また、この控訴院であった建築物が、文化財として非常に

価値があることのアピールに関して、市民に対してどのようにされていくのか、

今の時点で考えられていることはありますでしょうか。 

○文化部長 先日の委員会でも少しご説明を申し上げましたが、ただいま、控

訴場のリニューアルを予定しておりまして、それに合わせてこの控訴院の役割で

すとか、当時の状況がわかるような展示コーナーの充実もさせたいと思っており

ます。 

 また、現在、非常に多くの市民の皆様にギャラリー等としてご活用いただいて

おりますし、新たな芸術の場としてもご活用いただいておりますので、そういっ

た使い道がまた続けられるような方向で検討したいというふうに思っておりま



- 4 - 

す。 

○池田委員 ありがとうございます。 

○佐藤委員 私も指定について異論はありません。今後、市民にとって有意な

建物になるようにご配慮いただければと思います。以上です。 

○長岡教育長 ありがとうございました。それでは、議案第１号については、提

案どおりにご承認するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第１号については、提案どおり決定いたします。 
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◎議案第２号 札幌市立学校の学校給食における複数校給食に関する規則の一

部を改正する規則案 

○長岡教育長 続きまして、議案第２号「札幌市立学校の学校給食における複

数校給食に関する規則の一部を改正する規則案」についてです。事務局から説明

をお願いいたします。 

○学校施設担当部長 私から、議案第２号、札幌市立学校の学校給食における

複数校給食に関する規則の一部を改正する規則案につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

 本案は、平成30年度の学校給食の実施に当たりまして、同規則の別表で定め

る複数校給食の組み合わせの一部改正についてご審議をお願いするものです。 

 お手元の資料のうち、何枚かめくっていただきまして、変更内容というインデ

ックスがついている資料があると思いますが、こちらをお開きいただきたいと思

います。 

 平成30年度複数校給食実施形態の変更内容です。 

 まず、１番目の札幌市の給食実施形態についてでありますが、札幌市の学校給

食には、（１）の自校分のみを調理する単独調理校方式と、（２）の自校分に加

えまして、近隣の調理施設を持たない被供給校分も合わせて調理する複数校給

食方式、いわゆる親子方式といっていますけれども、この二つの形態で実施して

いるところです。 

 次に、２番目の平成30年度の変更内容についてでありますが、大きく分けまし

て３点ありますので、順にご説明をさせていただきます。 

 まず、（１）の学校改築及び衛生的に課題のある学校の被供給校化に伴う変更

についてです。 

 表の下に【説明】変更（ア）ということで解説が書いておりますが、こちらに

記載しておりますとおり、これまで、被供給校でありました中の島小学校です

が、こちらが改築によりまして平成30年度から調理を開始することとなります。 

 同校は、衛生管理面でもすぐれるドライシステムを備えておりますことから、

衛生上課題の多い月寒小学校の供給校といたします。 

 また、同時に、衛生管理上課題の多い山鼻小学校につきましては、単独調理校

から、中の島小学校への供給校であった旭小学校の被供給校へと変更するもの

です。 

 次に、（２）の給食室増築及び衛生的に課題のある学校の被供給校化に伴う変

更です。 

 このページの一番下に、【説明】変更（イ）ということで書いておりますけれ

ども、こちらも、これまで被供給校でありました新発寒小学校が、給食室の増築
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によりまして、平成30年度から調理を開始することとなります。同校も衛生管理

面で優れたドライシステムを備えておりますことから、衛生上課題の多い手稲中

央小学校の供給校といたしたいと思っております。 

 これに伴いまして、新発寒小学校の供給校であった発寒東小学校を単独調理

校へと変更するものです。 

 次に、１枚おめくりいただきまして、（３）です。 

 （３）の食数平準化のための変更でありますが、下の【説明】変更（ウ）のと

おり、生徒数が増加しております札苗北中学校の供給校を比較的食数の少ない

明園中学校に変更し、食数の平準化を図るものです。 

 これらを反映いたしまして、規則の別表に記載されております供給校、被供給

校との組み合わせを一部変更いたしたいと考えているところです。 

 なお、添付資料のうち、一番最後に参考資料ということで、今回の複数校給食

方式にかわる変更に伴う関係の図面を一部添付しておりますので、後ほど、ご参

照いただければと思います。 

 私からの説明は以上であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○長岡教育長 ありがとうございました。議案第２号の説明でしたけれども、た

だいまの説明に対しまして、意見やご質問がありましたらお願いいたします。 

○池田委員 ドライシステムという言葉があったのですけれども、具体的にど

んなシステムなのか、ご説明いただきたいと思います。 

○学校施設担当部長 簡単に申し上げますと、古いものは床に水を流す方式だ

ったのですけれども、床に水を流さないで部屋の区割りをきっちりと分けて、例

えば、土がついた果物を下処理する部屋と実際に調理する部屋を明確に分けて、

衛生管理上きれいにしていくというものであります。 

 現時点では25校で、あと２校が増えて27校ぐらいになる予定ですが、そういう

もので整備していると捉えております。 

○池田委員 そうしますと、衛生的に課題があるというところは、ドライシステ

ムではなくて、調理するところとの区分けがきちんとされていなくて、かつ、床

に水を常に流して、ぬれた状態で給食を作っているということなのでしょうか。 

○学校施設担当部長 そういうふうに作られていたのですが、いまはドライ運

用という位置づけで、なるべくいろいろな器具を置いて区域を分けたり、衛生管

理上、なるべくドライシステムに準じる形で運用するということで衛生を保つよ
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うにしております。 

○池田委員 わかりました。 

○長岡教育長 ほかにいかがですか。 

○石井委員 この給食の実施形態の変更の対象になっている学校の保護者や生

徒に対しては、決まり次第お便りなどで報告するということになっているのです

か。 

○学校施設担当部長 そうです。

○保健給食課長 すぐに移るということはできないものですから、前年度中に

こういう形で組み合わせを変えるということで、当該校の校長先生を通してご説

明をしていきます。それ以降は、各学校において、次年度からは、こういう形で

私どもの学校に供給校であるこの学校から給食が届きますというお知らせを保

護者の方にしていく形になります。 

○石井委員 わかりました。ありがとうございます。 

○長岡教育長 ほかにいかがですか。私からも一つあります。例えば、手稲中央

小学校ですが、こちらは今まで供給校であったものが、今度は被供給校になると

いうことです。そうした場合に、これまでの施設はもう完全に使わないようにす

るということになるのですか。 

○保健給食課長 調理器具等々は残りますが、それを撤去いたしまして、学習

に必要な、例えば、ランチルームであったり、違う部屋のほうに転用しながら活

用していくことが基本になります。 

○長岡教育長 仮に調理員さんがいらっしゃる学校であれば、それは新しい供

給校のほうに異動をかけたりして、人材を活用していく形をとるのですか。 

○保健給食課長 そうです。私どもが直接雇用している職員については、場所

がえということになりますし、委託ということでやっているところにつきまして

は、その委託を受けている会社のほうにおいて、違う現場のほうに人員を回すと

いうことをいたします。 
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 ですから、この調理校がなくなることによって、人切りをするということは起

き得ないということで実施しております。 

○長岡教育長 これは数合わせといいますか、供給校が今回のこの変更内容で

１校減るということになるのですか。 

○保健給食課長 はい。 

○長岡教育長 わかりました。そのほかにご意見やご質問はありますでしょう

か。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第２号については、提案どおりに決定することで

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第２号については、そのように決定することとい

たします。  
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◎議案第３号 札幌市立高等学校学則の一部を改正する規則案 

○長岡教育長 続きまして、議案第３号「札幌市立高等学校学則の一部を改正

する規則案」についてです。事務局から説明をお願いします。 

○学校教育部長 議案第３号の札幌市立高等学校学則の一部を改正する規則案

についてご説明をいたします。 

 本案は、平成30年４月から大通高等学校を除く札幌市立高等学校６校につい

て、学校名称を変更いたしますことから、所要の改正を行うものです。改正の内

容につきましては議案でお示ししたとおりでありますが、わかりやすい形で資料

にまとめてあります。 

 それでは、参考資料というインデックスのついたページをご覧ください。 

 変更内容といたしましては、ご覧のとおり、大通高等学校を除く市立高等学校

６校の名称について、「北海道」の表記を「市立」に変更いたします。 

 変更の理由ですが、今後の市立高等学校の在り方や教育内容などを示す札幌

市立高等学校教育改革方針に定める教育改革を実行していくに当たり、各種広

報活動等を行っていく上で、校名から市立高等学校であるとわかることが重要

となることや、全国的にも市立高等学校の名称は都道府県名を記載せず、「市

立」という文言を明記しているものが多いことから変更するものです。 

 学校名称変更に伴う関係規定の改正といたしまして、学校名称等を定めてい

る札幌市学校設置条例につきましては、平成30年度入学者選抜実施の関係から、

平成29年10月に先行して改正しておりましたが、札幌市立高等学校学則につき

ましては、学校ごとの定員を定めた別表の部分に学校名称の記載がありますこ

とから、今回、改正を行うものです。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○長岡教育長 ありがとうございました。議案第３号の説明でありましたけれ

ども、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 これについては、特に異論はないと思われますので、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第３号については、提案どおり決定いたします。 
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◎議案第４号 札幌市民ホール条例施行規則の一部を改正する規則案 

○長岡教育長 続きまして、議案第４号「札幌市民ホール条例施行規則の一部

を改正する規則案」についてです。事務局から説明をお願いいたします。 

○生涯学習部長 議案第４号の札幌市民ホール条例施行規則の一部を改正する

規則案についてです。 

 本改正は、規則の別表に定めております備えつけ物件の使用料についての改

正です。 

 市民ホールは平成20年12月から供用を開始しておりますが、大ホールの舞台

装置や備品類につきましては、旧市民会館から移設したものを引き続き使用し

ており、これが老朽化しておりましたため、平成28年１月から同年５月まで舞台

設備等の更新工事を行っております。 

 この更新等を行った備えつけ物件の使用料については、金額の精査や周知期

間が必要であるため、平成31年度から開始いたします次の指定管理期間に合わ

せて改正することとしておりましたが、料金の精査が完了いたしましたことか

ら、１年の周知期間を設けてこのたび改正するものです。 

 規則改正の内容につきましては新旧対照表にもありますが、資料というイン

デックスのついた、Ａ３判横のカラーの別添資料をご覧ください。 

 この資料の左上の表に、今回の料金改正が必要な物件の一覧と、変更前、変更

後の使用料を記載しております。この改正後の使用料につきましては、購入価格

や想定使用回数から１回当たりの原価を算定して導き出したものであります。 

 その他、資料の中に、今回の改正に係る物件の写真等を掲載しておりますの

で、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 本改正案の内容は以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○長岡教育長 ありがとうございました。市民ホールの設備の使用料の変更に

係る規則改正になるかと思いますけれども、ご質問やご意見がありましたらお願

いいたします。 

○池田委員 全体的に若干、使用料が減るものが多いようで、市民の皆様の利

用しやすさを考えると、よい方向かとは思います。 

 中でも、この資料の一番下に載っているプロジェクターの使用料がとても下が

っていると思うのですけれども、この理由や状況について、特に何かありました

ら教えていただきたいと思います。 

○推進担当係長 今回のプロジェクターなのですが、導入させていただいた金
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額が400万円、さきに算定させていただいたときのものが1,000万円を超えるもの

を導入しておりました。 

 これは、技術の革新等々が進んだ結果、金額等々も安くなってきて、そういう

ところが反映されているということで、金額が大きく下がったところです。 

○池田委員 そうすると、前に入っていたものに比べて、今回更新されたものは

同程度の性能で購入金額が安く入ったので、使用料も下がったという理解でよ

ろしいですか。 

○推進担当係長 はい。 

○池田委員 わかりました。特に、性能が前よりも落ちたものを入れたとか、そ

ういうわけではないのだということですね。 

○推進担当係長 そういうものではありません。 

○池田委員 わかりました。 

○佐藤委員 ほかの増減についても、導入時の取得価格とか、電気の使用料な

どを細かく計算されて算出されたということでよろしいでしょうか。 

○推進担当係長 そのとおりです。 

○長岡教育長 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、議案第４号につきましては、提案どおり決定するとい

うことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、そのように決定いたします。 
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◎報告第１号 議会の議案についての市長への意見の申出に係る臨時代理につ

いて 

○長岡教育長 続きまして、報告第１号「議会の議案についての市長への意見

の申出に係る臨時代理について」です。事務局から説明をお願いいたします。 

○生涯学習部長 報告第１号の議会の議案についての市長への意見の申出に係

る臨時代理についてです。 

 平成29年度一般会計補正予算案につきましては、平成30年１月30日開催の教

育委員会会議にて皆様にご審議いただいた後、２月20日の第１回定例市議会本

会議において、市長からすでに提案されておりますが、このたび、２月20日付で

北海道教育庁総務政策局から平成29年度学校施設環境改善交付金の内定通知が

送付されました。 

 この中で、新たに東園小学校ほか31校の煙突改修事業につきまして、当該交付

金の採択が見込まれることが判明いたしました。 

 煙突改修に係る事業費につきましては、施設改修等整備費として30年度予算

に計上しておりましたが、この内定を受けまして、29年度の当該交付金を受けて

事業を実施したほうが本市の負担額を減らすことができるため、30年度から29

年度に前倒しして予算計上することといたしました。 

 したがいまして、当該交付金の採択が見込まれる煙突改修に係る事業費２億

1,900万円につきましては、歳入歳出予算の追加補正を行うこととし、また、当

該事業は年度内の執行が困難であることから、その追加補正額の全額を繰越明

許費として設定することといたしました。 

 この歳入歳出予算と繰越明許を29年度予算として計上するためには、第１回

定例市議会にお諮りする必要がありましたので、急ぎ２月28日に追加提案を行

っております。 

 この追加提案については、本来、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第29条の規定に基づき、教育委員会会議にお諮りし、当該補正予算に対する教

育委員会の意見を市長に述べるものでありましたが、２月28日までに教育委員

会会議を開催するいとまがありませんでした。 

 このため、札幌市教育委員会事務委任等規則第３条（臨時代理）の規定によ

り、教育長が臨時に教育委員会を代理して別紙意見書のとおり意見を述べまし

たので、ご報告させていただきます。 

 なお、当該補正予算につきましては、２月28日の第１回定例市議会にて追加提

案した後、おととい、３月６日の本会議において可決されましたことをあわせて

ご報告させていただきます。報告は以上です。 
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○長岡教育長 ありがとうございました。 

 報告第１号でありますが、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 補正の補正ということになりますね。 

○生涯学習部長 はい。 

○長岡教育長 議会も３月６日に補正の議決が予定されておりまして、それに

合わせる形で手続をとる必要がありましたので、そのような形をとらせていただ

いたのですけれども、６日に無事に可決をいただいております。 

 それでは、報告第１号についてはよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 それでは、報告第１号については以上であります。 
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◎報告第２号 平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

○長岡教育長 続きまして、報告第２号「平成29年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果について」です。事務局から説明をお願いいたします。 

○学校教育部長 報告第２号、平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査結果の概要についてご報告いたします。 

 今年度の調査結果につきましては、２月13日（火）に、全国及び都道府県、政

令指定都市ごとの結果をスポーツ庁が発表したところです。 

 今年度より札幌市の結果についても公表されましたので、その概要についてご

報告いたします。 

 それでは、インデックスの資料１の左側、平成29年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査結果「実技の状況」（小学校）をご覧ください。 

 まず、表の見方や記号についてご説明いたします。 

 初めに、表の見方についてですが、表の中にＴ得点という表記があります。こ

こで用いているＴ得点とは、全国平均を50点として、その全国平均値に対してど

のくらい上回っているか、下回っているかをあらわす偏差値のような数値となっ

ております。 

 例えば、小５男子の握力、「Ｈ29札幌」の欄を見ていただきたいのですが、

51.6と書いてあります。これは、全国を1.6ポイント上回っていることを意味し

ております。また、このように、全国と同等または上回っているものにつきまし

ては網かけで示しております。 

 次に、同じく小５男子の握力の三つ右の反復横とびの欄をご覧ください。 

 48.5の数字の前に白星印がついています。これは、前年度「Ｈ28札幌」の得点

48.2を上回っていることを意味しております。このように、前年度に比べて得点

が上昇しているものは、白星印で示しています。 

 なお、Ｔ得点につきましては、50点のプラスマイナス一、二程度に位置してい

れば全国平均に近いと捉えております。 

 次に、表の一番右端の欄をご覧ください。 

 体力合計点の平均値とありますが、この数値は、全児童生徒の体力合計点の

平均値となります。体力合計点とは、表にある握力からソフトボール投げまでの

８種目の記録を10段階（１～10点）でそれぞれ点数化し合計したもので、満点は

80点となります。 

 それでは、さらに、結果の概要につきまして詳しくご説明をいたします。 

 まず、実技に関してですが、資料１の左側の小学校についてであります。 

 男女ともＨ29年度の体力合計点の平均値は、全国平均値と比較すると低い状

況にあるものの、ここ数年間、札幌市としては改善の兆しが見えております。 
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 種目別に見ますと、男女とも握力が全国平均を上回っており、男子はソフトボ

ール投げも全国平均を上回っております。また、昨年度と比較すると、男子では

６種目、女子では５種目が得点が高くなっております。 

 次に資料１の右側の中学校についてですが、男女ともＨ29年度の体力合計点

は、全国平均値と比較すると低い状況にあるものの、女子については、ここ数年

間、改善傾向が継続しております。男子につきましては昨年度より低くなってお

ります。 

 種目別に見ますと、男女とも全国平均を上回っている種目はありません。ま

た、昨年度に比べて、男子では２種目、女子では３種目が得点が高くなっており

ます。 

 資料の一番下のレーダーチャートをご覧ください。これは、種目別のＴ得点に

ついて全国と札幌の値を比較したもので、青い線が全国で、赤い線が札幌市を示

しております。 

 実技に関しては、全国と比較するとまだ低い状況にありますが、小学校男子に

ついては、全体的に全国平均に近づいてきています。また、小学校女子について

も、例年は全国との差が大きかった反復横跳びが縮まるなど、全国平均に近づい

ている種目が多くあります。 

 中学校の女子は、依然として全国平均との差が大きい種目が多いものの、その

差は縮まってきています。また、中学校男子については、今回、体力合計点の伸

びが見られなかったものの、全般的に全国平均とそう離れていない値を維持して

います。 

 一方、小中学校の男女ともに、レーダーチャートの下の方が全国の値と離れて

いる傾向にあります。敏捷性の指標である反復横跳びでは改善傾向が見られた

ものの、持久力の指標である20メートルシャトルランや持久走が、他の種目に比

べて全国との差が大きいことが課題としてあげられます。 

 続きまして、資料２－１をご覧ください。 

 これは、小学校の種目別平均値につきまして、札幌市の全国の値の経年変化を

表したものです。青の点線が全国で、オレンジの実線が札幌市の平均値を示して

おります。 

 小学校については、男女ともに全体的に上昇傾向にあることがうかがえます。

全国との差が大きかった中段左の反復横跳びにつきましては、男女ともに順調

に伸びが見られます。また、その右隣の20メートルシャトルランにおいても上昇

傾向が見られております。 

 続いて、資料２－２は中学校になります。 

 こちらも小学校と同様に、男女ともに上段右側の反復横跳びに順調な伸びが

見られております。 
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 また、全般的に全国との差が一番大きい中学女子についての経年変化を見て

みますと、ほとんどの種目で改善・上昇傾向が見られているところです。一方、

中学校の男子につきましては一部で下降傾向も見られることから、その原因を

検証することが必要であると考えております。 

 ただ、全般的には、札幌市の子どもたちの体力は改善・上昇の傾向が見られ、

各学校における「健やかな身体」育成プログラムに係る取り組みの成果が一定程

度あらわれているものと捉えております。 

 特に、反復横跳びの伸びについては、平成25年度以来、札幌市の学校で積極的

に取り組んできたなわ跳び運動の成果があらわれているものと推察しておりま

す。 

 次に、資料３の「児童生徒質問紙」結果の経年変化をご覧ください。左側が小

学校で、右側が中学校の結果となっております。赤い線グラフが全国で、棒グラ

フが札幌市を示しており、青が男子で、オレンジが女子となっております。 

 一番上の「運動やスポーツをすることが好き」、２段目の「体育の授業は楽し

い」と考える子どもの割合は、小・中学校の男女ともに、全国と比べてほぼ同程

度を維持しており、意識の高さがうかがえます。 

 また、小学校につきましては、男女とも全国平均を上回っている結果となって

おります。 

 また、３段目の「体育の時間を除く１週間の総運動時間が60分未満の子どもの

割合」は、男子は小・中学校ともに横ばい、女子は小学校では微増、中学校では

減少の傾向にあり、全体的には、ほとんど運動をしない子どもを減らすための取

り組みを、より一層進めていく必要があると考えております。 

 これらの結果を踏まえ、作成した別添資料の平成30年度さっぽろっ子「健やか

な身体」の育成プランにつきまして、特に改定を行った箇所についてご説明いた

します。 

 まず、中段より少し上の「健やかな身体」育成プログラムの作成・実施につい

てについてです。こちらは、学校の取り組みのところに記載しております。 

 次年度は、各学校がそれぞれ作成したプログラムに基づく取り組みを定期的

に検証し、子どもの伸びを捉えるとともに、子どもの実態に応じた指導方法の工

夫、改善に生かすなど、検証改善サイクル（ＰＤＣＡ）の確立を図れるよう支援

してまいります。 

 特に教育委員会として力を入れて支援することは、資料の中段に記載してお

りますが、左から「体力・運動能力の向上」「部活動の充実」「基本的生活習慣

の確立」「性に関する指導の充実」「食育の推進」の５点になります。 

 まず、左側に記載している「体力・運動能力の向上」の一つ目の丸印の体育・

保健体育の授業の充実についてです。 
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 子どもが運動や健康についての課題をみずから発見して、十分に体を動かし

ながら課題の解決を目指す課題探究的な学習の推進や、運動が苦手な子どもも

意欲的に学ぶことができる指導を工夫することで、どの子どもも運動することが

楽しいとか、自分にとって健康は大切だと実感できる授業の充実を促してまい

ります。 

 その次の縄跳び運動の活性化ですが、これまでも取り組んできた縄跳び運動

を、さらに活性化していくことや、オリンピック・パラリンピック教育の推進等

により、子どもが運動やスポーツの意義や価値に触れ、運動の楽しさを実感でき

る機会の充実を図ってまいります。 

 また、基本的週間の確立につきましては、さらに具体的な働きかけを工夫し、

家庭と連携した習慣づくりを一層進めてまいりたいと考えております。 

 これらの取り組みを広く展開し、運動に楽しく親しむ機会を増やしていくこと

によって、子どもたちの体力の向上、健康の増進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 最後に、今後のスケジュールについてでこますが、本調査の札幌市の結果につ

きましては、さっぽろっ子「健やかな身体」の育成プランとともに、近日中に各

学校に送付いたします。また、その結果につきましては、３月中旬までにスポー

ツ庁から各学校に送付いたします。 

 私からのご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○長岡教育長 ありがとうございました。札幌の子どもたちの体力、運動能力

の調査結果についてでありますが、ご質問などはありますでしょうか。 

○池田委員 少しずつよい方向に向かってはいるものの、まだいろいろな課題

があるのだということだと思います。 

 その上で、別添の資料につけていただいた教育委員会の取り組みの中の、札幌

らしいオリンピック・パラリンピック教育の推進についてです。 

 今年の１月に、私は川崎市で行われました指定都市教育委員・教育長協議会

に出席させていただきました。その翌日に、東京都の立川の第八小学校に、この

オリンピック・パラリンピック教育についての視察を組んでくださったのです

が、それを拝見して非常に感銘を受けました。 

 札幌市もオリンピック・パラリンピックの招致をしていくという意思決定をさ

れたと思いますが、オリンピック・パラリンピックの意義については、もちろん

いろいろなことがあると思います。経済的な効果ですとか、インフラの整備、そ

れから、老朽化した施設の更新などさまざまな意味があると思うのでが、教育と

いうことを前面に打ち出してもよいのではないかというふうに感じました。 
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 オリンピック・パラリンピックといいますと、会期中はイベントとしての盛り

上がりがありまして、そういったことはとても大事だと思いますが、その一方

で、東京都では「レガシー」という言葉を使って、子どもたちの未来のために三

つのレガシーを形成しますという言い方をされていました。 

 これは、ソフトの面で、オリンピック・パラリンピックによって、子どもさん

たちが運動好きになってスポーツのすばらしさを知っていける、子どもさんたち

の心に残していきたいものがあるのだということで、オリンピック・パラリンピ

ックにおける教育の意義というものを前面に打ち出す勢いがあってもよいのか

と思いました。 

 視察していて思ったのですが、スポーツによってトップアスリートの方たち

が、コンマ何秒という記録を競い合うという世界はすばらしいものがあると思い

ますけれども、特にパラリンピックで採用されている競技などは、私たちにもな

じんで一緒にできそうなものもあると思います。 

 スポーツの本質的な意味というのは、トップアスリートの競い合いということ

もあると思いますが、スポーツによって人の気持ちがつながったり、コミュニケ

ーションが深まったりとか、そういようなことがとても大きいと思うのです。 

 ですから、それを札幌市がオリンピック・パラリンピックを招致して展開して

いく意味でも、プロジェクトとしてオリンピック・パラリンピックの教育を行う

ことは、目玉にもなり得るようなことなのかという気がします。それをきっかけ

にして、そういったことがずっと継続していけると、この調査の数値も改善して

いくと思います。 

 繰り返しになりますが、オリンピック・パラリンピック教育ということが、札

幌市らしく、オリンピック・パラリンピックを展開していく一つのとても大きい

要素になっていくとよいなという感想を持ちました。以上です。 

○学校教育部長 ありがとうございます。私どもは、このオリンピック・パラリ

ンピック教育については、今、スポーツ局とも連携をして進めております。 

 今、池田委員がおっしゃったように、オリンピックそのものをフェアプレー精

神とか、国際理解、人権尊重の部分を大事にしつつも、札幌のよさとか、ウイン

タースポーツのよさ、それから、スポーツへの興味や関心をこの機会にさらに高

めていくことで、子どもたちの体力向上につなげていくこととしております。 

 札幌らしいオリンピック・パラリンピック教育ということで、子どもにどうい

うものを育てていくかという教育的意義や価値をしっかりと踏まえて、これから

も推進していきたいというふうに思っております。 

 また、今回のこのオリンピック・パラリンピック教育では、小学校３年生向け

に配布する指導資料、子ども向けの教材を作成いたしまして、その中でもオリン
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ピック・パラリンピックの意義、それから、札幌市としての捉えというものを子

どもたちに示していく形をとっておりますので、そういう教材を活用しながら大

事な部分を見失わないで進めていきたいと思っております。ありがとうございま

す。 

○佐藤委員 私も経年変化を拝見しまして、少しずつでも上昇しているという

ことは、先生方のご尽力の成果なのではないかと思っています。 

 ただ、全国のほうもずっと上がっていますので、並行線で追いつかない部分も

あると思います。この原因を推測すると、資料３の一番最後の右下にありますよ

うに、やはり札幌は冬が長くて外での活動時間がなかなかとれないので、やはり

気候的なものが影響しているのだろうと思います。１週間の総運動時間が60分

未満の生徒の割合が、全国に比べてかなり多くなっているというところです。 

 その改善策としては、非常に単純な考え方かもしれませんけれども、体育館の

活用がすごく有効なのではないかと思うのですが、教育委員会の取り組みを見る

と、例えば、縄跳び運動の活性化などがそれに当たると思います。 

 そこで、伺いたいのは、体育館の開放という形で昼休みや放課後などでどれだ

け活用されているのかというところと、それから、恐らく、この縄跳び運動の活

性化は小学校までで、中学校になると縄跳びというのはなかなかしなくなるのか

というふうに思います。 

 そこで、中学生はどういうふうに体育館を活用しているのか、その現状につい

ておわかりになる範囲で結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。 

○学校教育部長 まず、学校における体育館の活用状況ですが、小学校におき

ましては、中休みが20分前後、それから、昼休みも15分前後ありまして、体育館

及びグラウンドを冬でも開放して、鬼遊びとか、体育館に設置している登り棒を

登ったりしています。それから、今年はあまりできていないのですが、冬になる

とグラウンドの雪山でチューブ滑りをしたりというように、外で体を動かす機会

の設定をしております。 

 また、中学校においても同様に休み時間あるいは放課後等も使って、ボール運

動のバスケットボールなどに親しむ時間を設定しております。 

 縄跳びにつきましては、小学校が中心になって進めておりますが、徐々に中学

校にも広がってきております。例えば、体育の授業の準備運動に使うとか、あと

は部活の準備運動に使うということもあります。 

 先日、縄跳び甲子園というものを北区の小・中学校で実施したのですが、中学

校からも30名弱の参加をいただきました。グループで跳ぶ縄跳びの種目なのです

が、中学生はこれに大変興味を持っておりまして、非常に上手に巧みに跳んでい
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ます。 

 縄跳びは、いかなる場所でも一定程度のスペースがあれば、季節を問わず、１

人でもグループでもできるもので、これからは、中学校にもさらに広げていきた

いということでここに書かせていただきました。さらなる取り組みの充実、指導

資料等、ＤＶＤも含めて、各学校に配布するなどして、中学校にまで活性化を図

っていきたいと考えております。 

○佐藤委員 よくわかりました。縄跳び運動は本当に全身運動で、おっしゃると

おり場所もとらないので、本当に推進していくべき運動の一つかと思っておりま

す。引き続き、続けていただければと思います。 

○石井委員 もしかすると、以前も質問したかもしれないのですが、資料３の

「体育の時間を除く１週間の総運動時間が60分未満の児童の割合」ですが、部

活時間は除くということでよいのでしょうか。それとも、部活動も含めての時間

なのでしょうか。 

○学校教育部長 小学校は含んでいなくて、中学校は含んでいることになりま

す。 

○石井委員 わかりました。60分以上運動している生徒は、体育系の部活に入

っている生徒がほとんどということ考えてよいのですか。 

○学校教育部長 60分ですか。 

○石井委員 60分以上運動している生徒は、体育系の部活に入っている形で、

60分未満の生徒の割合は文科系の部活の生徒というような割合というのはない

のですか。 

○義務教育担当係長 部活動に加入している生徒については、部活の実施時間

を別な調査でとっておりまして、別な質問項目があります。これは全体の数字な

ものですから、全部でこういう傾向ということになります。 

○石井委員 それでは、部活に入っているとか、入っていないというのは。 

○義務教育担当係長 入っているのも入っていないのもあわせて60分未満の子

どもがこのぐらいの割合でいますというグラフになります。 
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○石井委員 体育会系の部活に入っている子どもですと、運動する割合が高く

て、文科系だと少ないのかと思うので、そこも気になった点なのです。なので、

文科系の部活に入っている子どもたちが、日常的にどうやって運動を取り入れ

ていくかというところも少し課題なのかというふうに思いまして、お聞きしまし

た。 

 先ほど、運動しない子が日常的に運動するような取り組みが課題というお話

がありました。これは、具体的に縄跳びなどもあると思うのですが、ほかにどう

いったことが取り組みとしてあるのでしょうか。 

○学校教育部長 今は、例えば、中学校の休み時間にクラス対抗の縄跳びある

いはクラス対抗のバスケットのシュート大会という形で、それを生徒会が企画し

て、誰でも親しめるような大会やイベントを計画しています。それに向けてみん

なで集まって、放課後に練習するということで、そのようなことを働きかけるな

どして取り組んでいます。 

 あとは、私どものほうで文科系部活動のイベント、運動部活動ではない子ども

たちを集めてのイベントを年に３回ほどですが、区ごとに集まってやっていま

す。そこでは、こういう難しくない運動、また、準備運動やレクリエーション的

にできる運動を紹介しているのですが、それはここ５年くらいやっておりまし

て、それが広がってきているかと思います。 

 文科系部活動も、吹奏楽や合唱などは非常に肺活量を使うものですから、準備

運動としてランニングなどを結構進めているところもあります。そういったもの

を広げていくことも非常に大事だと思っております。 

 加えて、小学校もそうなのですが、家に帰ってから運動をする機会について、

どういうところに行って運動をしたらよいのかということで、子どもたちだけで

はなく、やはり保護者にもいろいろな情報提供をしています。これは、運動をす

るということだけではなくて、まず、見て興味を持つということも大事だと思い

ますので、そういう働きかけも、今後、さらに工夫していく必要があると思って

おります。 

○石井委員 日常的に、やはり運動を取り入れていくということを子どものと

きからしていると、大人になってからも続けていくことになると思うので、ぜ

ひ、今後もそういった取り組みを進めていっていただきたいと思います。 

○長岡教育長 今、引地部長から保護者に対してもというお話がありました。

学校で一生懸命に知・徳・体の充実ということで進められていることを家庭も巻
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き込んでと私はよく言っているのですが、まさに体力の部分もそうだと思いま

す。 

 このデータというのは、各学校に行って、学校から家庭にもフィードバックさ

れるものなのでしょうか。 

 この実態というのは、家庭の保護者の方々も見ることができるのでしょうか。 

○学校教育部長 学校ごとに結果が戻ってきますので、数値という形ではない

にせよ、うちの学校は効力はありませんということで、「健やかな身体」育成プ

ログラムの中に生かして、当然保護者の方もいろいろな形で啓発をしてと。 

○長岡教育長 そうですね。北海道の子どもたちの体力なり運動能力というの

は、多分保護者の方もこれを見てこれではいけないと、やはり健康というのは一

生ものですから、保護者も巻き込んだ形で北海道の子どもたちを何とかしなけれ

ばいけないという気持ちを持っていただきたいと思います。 

 それでは、北海道の冬に何ができるのだというと、非常に難しいですね。我々

大人でも体力づくりは、冬の間はなかなかうまくいかないということはあると思

いますけれども、そこは、家庭も巻き込んで知恵を出し合ってやれればと思っ

て、今気がついたといいますか、そういうところを何とかできればよいと思うの

ですが、それが率直な感想です。 

 翻って、僕たちが子どものときは、雪の中でも雪中サッカーなどをしました

が、あれは何なのでしょう。汗をたくさんかいてグラウンドを走り回っていまし

た。だから、体育館以外でもやっていた記憶はあるのですけれども、今の子ども

たちは冬場にそんなことはしていないのでしょうか。 

 逆に、保護者の方が風邪を引くからだめだということで抑止するようなことに

もなるのでしょうか。 

○石井委員 私が住んでいる町内会では児童会館で雪合戦や雪中サッカーをや

っていて、地域の子どもたちと保護者が一緒に参加しています。 

○長岡教育長 それはよいですね。 

○学校教育部長 今回の結果でも、北海道の子どもたちは、札幌も含めて、テレ

ビ、スマホ、パソコンの時間が非常に長いということです。冬場もそちらのほう

で、友達と遊ぶというのもゲームをしたりして遊んでいるような形で、外にはな

かなか行かなくなってきているということが傾向としてあります。 
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○長岡教育長 そういう原因がある程度把握できているのであれば、そうでは

ない形への仕掛けということは十分可能なわけですね。 

○学校教育部長 そうです。家庭に対しての啓発です。 

 あと、保護者が、子どもたちに運動を一緒にするとか、どこかへ運動を見に連

れていくとか、そういうかかわりによっても子どもたちの興味や関心が全然違う

ということが、全国の今回の調査の中から見えてきておりますので、やはり、長

岡教育長がおっしゃるように、家庭を巻き込んでやっていかないと、なかなか成

果は上がっていかないと思っております。 

○長岡教育長 ぜひ、力強く発信して、家庭に理解していただいて、具体的な行

動に何がしかを結びつけるような形をとれればよいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 僕らの世代になると、健康のためには栄養と睡眠と運動が不可欠だと、みんな

誰しもわかって実践しようと心がけるわけでして、それを子どものときからそう

いう理解がつけば、その子どもの健康というのはある面で一生担保されると思い

ますので、ぜひともこの調査結果をまた上手に使っていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 ほかにありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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【閉  会】 

○長岡教育長 本日予定された議案は以上です。その他、各委員から何かあり

ましたらお願いします。 

（「なし」と発言する者あり） 

○長岡教育長 以上で平成30年第４回教育委員会会議を終了いたします。 

                             以  上   


